
目

次

告

示

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
講
習
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
県
税
シ
ス
テ
ム
入
力
デ
ー
タ
作
成
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
税

務

課
）
…
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
地
域
企
業

支

援

課
）
…
四

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業

務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す

る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

研
修
及
び
講
習
の
名
称

１

研
修

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
一
型
）

２

講
習

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
一
型
）

三

開
催
日
時
及
び
場
所

１

研
修

日

時

場

所

令
和
八
年
五
月
一
日
（
金
）
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
（
水
）
ま
で

自
宅
等
に
お
け
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
受
講

２

講
習

日

時

場

所

令
和
八
年
五
月
一
日
（
金
）
か
ら

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
（
水
）
ま
で

自
宅
等
に
お
け
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
受
講

四

受
講
対
象
者

１

研
修

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

２

講
習

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
に
従
事
す
る
者

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六

受
講
料

１

研
修
受
講
料

青
森
県
報
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第
千
五
十
八
号

令
和
八
年四

月
二
十
七
日

（
月
曜
日
）



㈠

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
ま
な
い
も
の
）

㈡

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
も
の
）

㈢

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
も
の
）

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業

務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す

る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

研
修
及
び
講
習
の
名
称

１

研
修

㈠

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
一
型
）

㈡

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
一
型
）

㈡

令
和
八
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

三

開
催
日
時
及
び
場
所
（
第
一
型
）

１

研
修

日

時

場

所

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
所
川
原
市
一
ツ
谷
五
〇
三
の
五

五
所
川
原
市
民
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

令
和
八
年
八
月
三
十
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

令
和
八
年
九
月
十
三
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格

取
得
講
習
の
科
目
は
、
午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
）

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

２

講
習

日

時

場

所

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五
所
川
原
市
一
ツ
谷
五
〇
三
の
五

五
所
川
原
市
民
学
習
情
報
セ
ン
タ
ー

令
和
八
年
八
月
三
十
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

令
和
八
年
九
月
十
三
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
中
央
三
丁
目
一
七
の
一

ア
ピ
オ
あ
お
も
り

四

受
講
対
象
者

１

研
修

㈠

原
則
と
し
て
、
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
師
の
う
ち
オ
ン
デ
マ
ン
ド
受
講
が
で
き
な
い
者
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
う
ち

第
一
型
研
修
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

原
則
と
し
て
、
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
務
に
従
事
す
る
者
の
う
ち
オ
ン
デ
マ
ン
ド
受
講
が
で
き
な
い
者
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
第
一
型
講
習
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信

制
）
）
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五

受
講
申
込
書
の
提
出
先

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
六
の
一
一

理
容
会
館
一
階

公
益
財
団
法
人
青
森
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六

受
講
料

１

研
修
受
講
料

㈠

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
ま
な
い
も
の
）

㈡

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
も
の
）

㈢

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
も
の
）

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

公

告

県
税
シ
ス
テ
ム
入
力
デ
ー
タ
作
成
業
務
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

業
務
件
名
及
び
数
量

県
税
シ
ス
テ
ム
入
力
デ
ー
タ
作
成
業
務

一
式

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

業
務
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

令
和
五
年
六
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
四
百
四
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
又

は
令
和
八
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
、
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
お
い
て
、
電
子
計
算
組
織
に
係

る
も
の
（
業
務
委
託
）
の
営
業
種
目
を
登
録
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

青
森
県
内
に
本
店
又
は
支
社
、
支
店
若
し
く
は
営
業
所
等
を
有
し
、
か
つ
本
契
約
に
相
応
の

電
子
計
算
組
織
等
を
青
森
県
内
に
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
の
認
定
」
及
び
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
適
合
性
評
価
制
度
に
お
け
る
認
証
」
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５

入
札
公
告
日
か
ら
過
去
五
年
間
に
お
い
て
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
間
に
お
け
る
デ
ー

タ
入
力
業
務
等
を
履
行
し
た
実
績
が
あ
る
こ
と
。

６

入
札
日
に
お
い
て
、
知
事
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
の
４
及
び
５
に
定
め
る
条
件
を
満
た

す
こ
と
に
つ
い
て
、
県
税
シ
ス
テ
ム
入
力
デ
ー
タ
作
成
業
務
委
託
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審

査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
青
森
県
財
務
部
税
務
課

長
に
申
請
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
当
該
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説

明
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

関
係
書
類

㈠

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
制
度
の
認
定
」
及
び
「
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
適
合
性
評
価
制
度
に
お
け
る
認
証
」
の
取
得
を
証
す
る
書
面
の
写
し

㈡

入
札
公
告
日
か
ら
過
去
五
年
間
に
お
い
て
完
了
し
た
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
民
間
に

お
け
る
デ
ー
タ
入
力
業
務
等
に
係
る
契
約
書
の
写
し

３

提
出
部
数

各
一
部

４

提
出
期
限

令
和
八
年
五
月
十
二
日

５

提
出
場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
財
務
部
税
務
課
税
務
電
算
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
│
七
三
四
│
九
〇
六
七

６

審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

四

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
等

１

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
財
務
部
税
務
課
税
務
電
算
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
│
七
三
四
│
九
〇
六
七
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２

入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

青
森
市
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇

青
森
県
庁
舎
北
棟
二
二
二
会
議
室

㈡

日
時

令
和
八
年
五
月
二
十
日

午
後
二
時

五

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

六

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

七

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

八

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

九

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

に
決
定
す
る
。

十

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
提
出
方
法

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

４

入
札
書
の
記
載
方
法

入
札
金
額
は
、
本
件
業
務
に
要
す
る
費
用
の
総
額
と
す
る
。
落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入

札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札

金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免

税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札

書
に
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
青
森
東
（
そ
の
１
）

青
森
市
大
字
矢
田
前
字
弥
生
田
四
五
の
一

外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
東
商

青
森
市
大
字
宮
田
字
玉
水
五
九
四

代
表
取
締
役

佐
藤
一
尚

２

有
限
会
社
沼
田
建
設

青
森
市
古
館
一
丁
目
一
〇
の
一
一

代
表
取
締
役

沼
田
智
光

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

イ
オ
ン
東
北
株
式
会
社

二
十
四
時
間

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
九
時

ホ
ダ
カ
株
式
会
社

開
店
時
刻

午
前
九
時
三

〇
分
閉
店
時
刻

午
後
九
時

イ
オ
ン
東
北
株
式
会
社

二
十
四
時
間

株
式
会
社
大
創
産
業

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
〇
時

株
式
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
〇
時

ホ
ダ
カ
株
式
会
社

開
店
時
刻

午
前
七
時

閉
店
時
刻

午
後
一
〇
時

令
和八･
五･一五
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四

届
出
年
月
日

令
和
八
年
四
月
十
五
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
八
年
八
月
二
十
七
日

２

提
出
先

青
森
県
経
済
産
業
部
地
域
企
業
支
援
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
一
括
方
式
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

吉
田
覚

青
森
市

青
森
市

上
野

有
原

165番

吉
田
覚

青
森
市

青
森
市

上
野

有
原

166番
2

福
岡
明
久

青
森
市

青
森
市

左
堰

大
科

429番

佐
藤
茂

青
森
市

青
森
市

幸
畑

唐
崎

227番
の
う
ち
ほ
か
２

筆

工
藤
慎
也

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
郷
山

前
永
井

50番
1
ほ
か
３

筆

田
中
和
美

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

小
湊

和
田

134番

片
山
幸
博

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

東
田
沢
大
館

4番
1

ほ
か
２

筆

片
山
幸
博

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

52番
１

の
う
ち

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

215番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

241番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

180番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

169番
ほ
か
５

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

175番
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相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
金
附

136番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

内
童
子
角
頭

22番
1
ほ
か
３

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

218番
ほ
か
１

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

366番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

196番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
金
附

106番
ほ
か
１

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

166番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

192番
ほ
か
２

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

232番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

内
童
子
角
頭

26番
1

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
金
附

130番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

257番

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

464番
ほ
か
３

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

浜
子

堀
替

403番
ほ
か
１

筆

相
坂
友
規

東
津
軽
郡
平
内
町
東
津
軽
郡

平
内
町

清
水
川
大
萢

188番
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

か
わ
に
し

弘
前
市

弘
前
市

細
越

早
稲
田
49番
1

の
う
ち

株
式
会
社
イ
ー

エ
ム
総
合
ネ
ッ

ト
弘
前

弘
前
市

弘
前
市

葛
原

大
柳

102番
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

福
村

堀
合

30番
1

の
う
ち

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

高
田

苺
原

108番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋
川
田

354番
6

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

福
村

上
川
原
25番
2
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

清
野
袋

三
丁
目

12番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

新
里

東
里
見
135番

2
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

中
央
地
区
農
作

業
受
託
組
合

弘
前
市

弘
前
市

新
里

上
樋
田
6番
5

ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

は
な
わ

弘
前
市

弘
前
市

鼻
和

西
田

6番
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

は
な
わ

弘
前
市

弘
前
市

鼻
和

岩
井

14番
2
ほ
か
９

筆

有
限
会
社
ゆ
め

り
ん
ご

弘
前
市

弘
前
市

悪
戸

後
沢

48番
1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
あ
お

い
の
や
さ
い
畑
弘
前
市

弘
前
市

百
沢

東
岩
木

山
2012番

ほ
か
１

筆

佐
々
木
康

南
津
軽
郡
大
鰐
町
弘
前
市

小
栗
山
小
松
ケ

沢
88番
1
ほ
か
１

筆

櫛
引
公
康

平
川
市

弘
前
市

大
和
沢
里
見

72番
5
ほ
か
３

筆

農
事
組
合
法
人

弘
前
東
部
地
区

営
農
組
合

弘
前
市

弘
前
市

石
川

平
岡

163番
1
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住
吉
佑
太

弘
前
市

弘
前
市

中
崎

川
原
田
565番

2

髙
橋
夕
季

平
川
市

平
川
市

本
町

西
宮

174番
ほ
か
６

筆

佐
々
木
久
子
南
津
軽
郡
田
舎
館

村
平
川
市

猿
賀

下
川

17番
3
ほ
か
１

筆

合
同
会
社
グ
ラ

ン
ド
ア
グ
ウ
ィ

ル
南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

藤
崎

富
永

1番
1

ほ
か
11

筆

小
屋
敷
忠
治
八
戸
市

八
戸
市

是
川

下
売
市

沢
37番
1

小
屋
敷
忠
治
八
戸
市

八
戸
市

是
川

下
売
市

沢
37番
2

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
内
前
田
55番
4
ほ
か
１

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
内
前
田
63番
1
ほ
か
６

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
谷
地

22番
1
ほ
か
３

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
家
口
田
11番
2

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
家
口
田
13番
3

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
家
口
田
13番
4
ほ
か
１

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
家
口
田
13番
2

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
尻
内

8番
3

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
下
碇
田
3番

ほ
か
１

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

尻
内
町
家
口
田
11番
1
ほ
か
２

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
上
中
坪
28番
3
ほ
か
３

筆

東
充
謹

三
戸
郡
南
部
町

八
戸
市

長
苗
代
下
碇
田
9番

ほ
か
１

筆

木
村
弘
志

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
北
谷
地
219番

ほ
か
８

筆

木
村
弘
志

八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
北
谷
地
93番

ほ
か
６

筆

馬
場
豊

八
戸
市

八
戸
市

是
川

小
川
向
32番
1

市
沢
晃
祐

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
中
野
丑
木
沢
1番

堰
端
裕
紀

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
平
ノ
下

河
原

2番
1

ほ
か
４

筆

堰
端
裕
紀

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
畑

16番
2
ほ
か
１

筆

小
笠
原
直
毅
八
戸
市

八
戸
市

市
川
町
下
田
堺
25番
1
ほ
か
５

筆

久
保
沢
卓

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
泥
障

作
青
沢

35番
ほ
か
２

筆

高
松
博
司

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
小
山
田
22番
1
ほ
か
１

筆

高
松
博
司

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
桜
沢

39番
ほ
か
３

筆

高
松
博
司

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
頃
巻

沢
蒼
前
下
63番

ほ
か
３

筆

高
松
博
司

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
頃
巻

沢
蒼
前
下
66番
2

高
松
博
司

八
戸
市

八
戸
市

南
郷
大

字
島
守
小
山
田
37番
1
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
川
広

商
店

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

斗
賀

斗
賀
河

原
376番

1
ほ
か
３

筆

坂
本
和
夫

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

小
向

久
保
畑
37番
1

の
う
ち
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佐
々
木
和
幸
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

上
川
原
82番
3

佐
々
木
和
幸
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

上
川
原
82番
1
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

荒
田

62番
1

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

荒
田

71番
1

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

荒
田

62番
3

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

96番
1
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

99番
2

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

99番
3

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

100番
1
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

101番
1
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

101番
2
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

101番
4

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

102番
2

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

102番
3

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

101番
3
ほ
か
１

筆

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

西
山

67番
1

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

白
石

99番
1
ほ
か
１

筆

相
内
三
千
由
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

前
田

127番
4
ほ
か
１

筆

佐
々
木
強
志
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

福
田

下
舘

1番
1の

う
ち

佐
々
木
和
幸
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

虎
渡

虎
渡

64番
1

佐
々
木
康
友
三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南

部
町

相
内

荒
田

46番
1

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

上
栃
棚

森
ノ
下
23番
1
ほ
か
４

筆

長
根
透

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新

郷
村

戸
来

赤
田

70番
1
ほ
か
１

筆

三
上
一
雄

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
種
里
町
大
柳

5番
1

ほ
か
１

筆

工
藤
章
弘

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
赤
石
町
中
坪

92番

清
野
勝
二

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
日
照
田

町
野
脇

327番

三
上
一
雄

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
西
津
軽
郡

鰺
ケ
沢
町
日
照
田

町
野
脇

333番

株
式
会
社
い
ち

の
へ

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

山
道

忍
田

84番
1

株
式
会
社
い
ち

の
へ

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

山
道

忍
田

81番
1
ほ
か
５

筆

小
坂
総
元

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

沖
岡
田

420番

小
坂
総
元

北
津
軽
郡
鶴
田
町
北
津
軽
郡

鶴
田
町

沖
岡
田

419番
の
う
ち

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
矢
神

115番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
下
川
原
182番

1
ほ
か
15

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
下
川
原
71番

ほ
か
３

筆
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農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
中
掫

30番
1
ほ
か
７

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
241番

ほ
か
７

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
151番

3
2

ほ
か
４

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
220番

6
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
下
川
原
184番

1
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
下
川
原
183番

農
事
組
合
法
人

中
矢
営
農
組
合
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
226番

2
ほ
か
10

筆

加
賀
沢
翔
吾
十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
稲
吉

15番
28
ほ
か
７

筆

豊
川
京
子

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

白
上

532番
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
奥
瀬

堰
道

142番
ほ
か
６

筆

小
田
正
喜

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
本
金
崎
212番

1
ほ
か
８

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

梨
ノ
木

平
380番

ほ
か
２

筆

株
式
会
社
水
尻

畜
産

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

井
戸
頭
144番

1
28

ほ
か
１

筆

母
良
田
茂
樹
十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
1338番
1

ほ
か
１

筆

中
沢
豊

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

松
森

91番
1

の
う
ち
ほ
か
５

筆

洞
内
智
志

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

千
刈
田
30番
31
ほ
か
１

筆

畠
山
聖

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
本
金
崎
205番

畠
山
恵
美

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
本
金
崎
95番

山
田
雄
悦

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

長
根

73番
4

株
式
会
社
お
い

ら
せ
大
地

十
和
田
市

十
和
田
市
米
田

清
瀬

35番
ほ
か
２

筆

松
田
善
作

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

川
原

117番
ほ
か
１

筆

高
木
正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

下
平

6番
ほ
か
３

筆

高
木
正
義

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

下
平

23番

畑
山
武
雄

十
和
田
市

十
和
田
市
切
田

繁
見

89番
ほ
か
１

筆

洞
内
智
志

十
和
田
市

十
和
田
市
洞
内

沼
田
野
94番
1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
奥
瀬

生
内

199番
1
ほ
か
１

筆

馬
場
誠

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
6

8

馬
場
節
夫

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

424番
ほ
か
２

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

1084番
19

ほ
か
１

筆

川
嶋
敏
明

三
沢
市

三
沢
市

八
幡

一
丁
目
1056番

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7718番
1

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

園
沢

112番
1
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

堀
口

185番
ほ
か
１

筆
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有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

大
津

12番
10

9

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

大
津

14番
1
ほ
か
５

筆

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

鹿
中

二
丁
目
58番
14

6
ほ
か
２

筆

有
限
会
社
ナ

チ
ュ
ラ
ル
フ
ァ

ー
ム

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
三
沢
市

三
沢

堀
口

178番
ほ
か
１

筆

農
事
組
合
法
人

フ
ラ
ッ
プ
あ
ぐ

り
北
三
沢

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

7708番
2

馬
場
均

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

2
228

ほ
か
１

筆

馬
場
均

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

淋
代
平
116番

1
902

ほ
か
１

筆

千
葉
勝
雄

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

戸
崎

101番
1

137

千
葉
勝
雄

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

6885番

千
葉
勝
雄

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

6731番
ほ
か
２

筆

千
葉
勝
雄

三
沢
市

三
沢
市

三
沢

庭
構

6887番

久
保
恵

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

26番

久
保
恵

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

27番
ほ
か
２

筆

荒
谷
清
隆

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

72番

久
保
恵

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

66番

横
田
昌
康

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

干
草
橋
192番

1
ほ
か
３

筆

二
ツ
森
英
樹
上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

野
崎

55番
ほ
か
９

筆

坂
本
恭
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

哘
70番

小
又
祐
司

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

大
平

89番
1
ほ
か
３

筆

附
田
廣
志

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

榎
林
前

田
144番

附
田
廣
志

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

大
渡

353番

李
澤
直
樹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

李
沢
道

ノ
下

19番
2
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

上
平

3番
1

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

126番
7

8

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

舘
ノ
下
3番
12

ほ
か
４

筆

有
限
会
社
原
幸

運
送

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

舟
場
向

川
久
保
815番

ほ
か
５

筆

西
野
福
寿

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

小
川
向
21番
1
ほ
か
２

筆

原
子
孝

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

柳
平

190番
ほ
か
10

筆

坂
本
恭
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

天
間
舘

大
沢

219番
1
ほ
か
６

筆

坂
本
恭
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

天
間
舘

大
沢

126番
1
ほ
か
２

筆

小
又
大
心

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ケ
沢
301番

小
又
大
心

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ケ
沢
302番
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小
又
大
心

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ケ
沢
303番

瀬
川
左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

荒
屋

400番
ほ
か
４

筆

瀬
川
左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

銀
南
木
74番
1

瀬
川
左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

白
岩

69番

有
限
会
社
み
ら

い
天
間
林

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

後
平

126番
9

6

株
式
会
社
天
間

フ
ァ
ー
ム

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

森
ノ
上
349番

1
ほ
か
１

筆

有
限
会
社
瀬
川

農
場

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

下
志
多
78番
1
ほ
か
１

筆

砂
渡
精
一

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
前
谷
地
18番
2
ほ
か
２

筆

田
中
裕
紀

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

犬
落
瀬
通
目
木
9番
4

豊
川
修

上
北
郡
六
戸
町

上
北
郡
六

戸
町

下
吉
田
沼
田

263番

株
式
会
社
石
久

保
農
産

上
北
郡
六
ケ
所
村
上
北
郡
六

ケ
所
村

倉
内

唐
貝
地
5番
108

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
貸
借
・
再
配
分
）

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

山
﨑
治

青
森
市

青
森
市

細
越

浅
田

116番
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
水
尻

畜
産

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
181番

1

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
三
本
木
佐
井
幅
260番

1
ほ
か
３

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
沢
田

筒
場

99番
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
大
沢
田
笹
舘

197番

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

南
平

373番
ほ
か
２

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

南
平

241番
2

の
う
ち
ほ
か
３

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

南
平

292番
1

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

南
平

339番
1
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

梨
ノ
木

平
230番

2
ほ
か
４

筆

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

十
和
田
市
深
持

相
内

436番
ほ
か
５

筆

佐
藤
幸
男

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

白
上

442番
ほ
か
１

筆

株
式
会
社
水
尻

畜
産

十
和
田
市

十
和
田
市
相
坂

高
清
水
1591番

ほ
か
２

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
47

2
ほ
か
５

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

6084番
ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5491番
ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

2484番
ほ
か
７

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

4118番
ほ
か
７

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

4136番
ほ
か
３

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
47

4
ほ
か
４

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3563番
17

ほ
か
１

筆
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藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5384番

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

2375番
ほ
か
10

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

2494番
ほ
か
４

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3776番
77

ほ
か
３

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5170番
1

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

6344番
2

ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3776番
27

ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

3776番
137

ほ
か
１

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

2815番

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5447番

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

49番
52

3
ほ
か
４

筆

藤
嶋
信
悦

上
北
郡
六
ケ
所
村
三
沢
市

三
沢

庭
構

5149番
ほ
か
２

筆

久
保
恵

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

44番

久
保
恵

上
北
郡
野
辺
地
町
上
北
郡
野

辺
地
町

川
目

65番

李
澤
直
樹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

李
沢
道

ノ
下

92番
1
ほ
か
８

筆

李
澤
直
樹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

李
沢
道

ノ
下

34番
39
ほ
か
７

筆

李
澤
直
樹

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七

戸
町

榎
林
小

川
向

274番

株
式
会
社
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｈ
Ｏ

十
和
田
市

上
北
郡
七

戸
町

川
去

171番

外
崎
誠
也

弘
前
市

弘
前
市

前
坂

船
山

30番
2

外
﨑
信
彦

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

山
下

342番
1

33

三
浦
裕
行

弘
前
市

弘
前
市

高
杉

長
谷
野
271番

山
本
修
平

弘
前
市

弘
前
市

土
堂

早
川

293番
1
ほ
か
２

筆

農
事
組
合
法
人

し
み
ず

弘
前
市

弘
前
市

坂
市

亀
田

20番
1
ほ
か
１

筆

小
杉
忠
督

南
津
軽
郡
藤
崎
町
南
津
軽
郡

藤
崎
町

藤
越

東
一
本

木
98番
4
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


